
自動車税・軽自動車税自動車重量税

本則
2,500円/0.5ｔ年

暫定税率（当分の間税率）
＋1,600円/0.5ｔ年

【合計4,100円/0.5ｔ年】

13年超経過車（重課）
＋1,600円/0.5ｔ年

【合計5,700円/0.5ｔ年】

18年超経過車（重課）
＋600円/0.5ｔ年

【合計6,300円/0.5ｔ年】

廃止（▲約2,320億円）

自動車に上乗せされている暫定税率（当分の間税率）・重課の廃止

自動車税 軽自動車税

13年超経過車
（ｶﾞｿﾘﾝ車・LPG車）

11年超経過車
（ディーゼル車）

概ね15％重課（※）

※バス・トラックは
概ね10％重課

廃止（▲約770億円）

13年超
経過車

概ね20％重課

※乗用自動車の例


